
倉庫業等におけるの料金等の掲示について

○改正内容

１．料金等の掲示について
※原則、掲示する内容は、従来と変更ありません。

（１）倉庫業者の料金等の掲示方法
（改正後の規則第７条の２）

法第９条の規定に基づく料金等の掲示については、以下の方法の両方により掲示
等を行うこととする。

・ 営業所における掲示
・ 自社ウェブサイトへの掲載

（２）自社ウェブサイトへの掲載の適用除外対象（改正後の規則第７条の３）

一律にインターネットによる掲示を義務付けることとした場合に零細事業者等に過
度な負担が及び得ることを踏まえ、次のいずれかに該当する場合、自社ウェブサイト
への掲載は要さないこととする。

・倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
・倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合



倉庫業等におけるの料金等の掲示について

○よくあるご質問について

【問１】｢倉庫業に常時使用する従業員」には事務員を含みます
か。また、別の事業にのみ携わる従業員は含みますか。

【回答】事務員を含みますが、倉庫業以外にのみ携わる従業員は
含みません。

【問２】｢倉庫業に常時使用する従業員」には派遣従業員、アル
バイトなどの非正規職員を含みますか。

【回答】労働基準法第２０条に定める「解雇の予告を必要とする
労働者」に該当する場合に含みます。

【問3】グループ会社の親会社がウェブサイトを管理しており、
子会社である弊社では管理していません。ウェブサイト
への掲載は必要ですか。

【回答】倉庫業者自身がウェブサイトを管理していなければ、掲
載の義務はありません。ただし、親会社のウェブサイト
に倉庫業専用のページがありましたら、掲載が望ましいです。
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